
 

  た く ほ う    

京都市立大宅中学校  12/１    第 8 号 

人 ,物 , 時 を 大 切 に し ， 志 あ る 豊 か な 心 の 育 成 ,  

          自 己 実 現 に 向 け た 基 礎 学 力 の 定 着 を 図 る   文責 椋本 

１年の締めくくり 

 師走の候，保護者の皆様，地域の皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げま

す。平素は，本校教育にご理解ご支援を賜り誠にありがとうございます。平成２７年度も

３分の２が過ぎようとしています。また，２０１５年は残すところあと１月となりました。

何かと慌ただしく毎日が過ぎては行きますが，１日１日を元気に有意義に過ごしていきた

いものです。 

  さて，１１月は９日～１３日までの５日間，２年生は「生き方

探究・チャレンジ体験」事業を実施し，４５の事業所に分かれて

職場体験を行いました。各事業所での貴重な体験は，「仕事に就

くこと」「働くということ」について生徒一人一人が考えを深める

ことができたと思います。すべての事業所での皆さんの活動を見る

ことはできませんでしたが，多くの事業所の方々から，「大宅中の皆さん

は，あいさつもしっかりとでき，笑顔でよく頑張ってくれています」とお褒めの言葉をい

ただきました。４５の事業所の皆様に改めて感謝申し上げます。ありがと

うございました。 

 また，１年生は１３日の１日を京都市の生き方探究館で過ごし，ファ

イナンスパーク事業に参加しました。ファイナンスパーク学習は，個人

のお金に関する意思決定（生活上の収入や支出に関する意思決定）と進

路選択を主たるテーマとする「体験型実技演習プログラム」です。いく

つかのビジネスブースに分かれて，ボランティアの方々のアドバイスを受

けながら，楽しく学習をすすめることができました。 

 １２月は，「人権月間」です。１９４８年（昭和２３年）第３回国際連合総会で，「世界

人権宣言」が採択されました。その１２月１０日を『世界人権デー』と定め，また１２月

４日から１０日までを，「人権週間」として人権を尊重する考えを普及し，誰もが差別のな

い安心して暮らせる，平和な国や温かい街づくりについて，考え行動につなげるような取

組が行われています。本校でも，１１月３０日と１２月２日に人権学習を行います。各学

年のテーマに沿って，世の中に存在する不合理や偏見，差別の問題について考えを深めま

す。私たちが生活する社会は，誰もが自由であり，幸せに安心して生きていくことが守ら

れる社会でなくてはいけません。人権学習を通して，何が問題なのか，問題の解決を図る

ために私たちはどう考えどう行動すればよいのかについて話し合いを持ちます。 

ご家庭におかれましても，子どもたちと「人権につて」考える場をおつくりいただけると

幸いです。 

 

生きチャレ 

ファイナンスパーク学習 



１２月の行事予定 

日 曜 お   も   な   行   事 

１ 火 ６時間授業 

２ 水 １，２時間目 人権学習 

３ 木 ５時間授業 評議・各種委員会（昼清掃） 職員会議 

４ 金 ６時間授業 委員会報告（昼清掃） 

５ 土 ＰＴＡ人権尊重街頭啓発活動 

６ 日  

７ 月 ６時間授業 

８ 火 ６時間授業 １年学習確認プログラム 

９ 水 ６時間授業 １年学習確認プログラム 

１０ 木 ５時間授業  

１１ 金 ６時間授業（３年５時間授業） 

１２ 土 餅つき大会 ＰＴＡフェスティバル（国際会館） 

１３ 日  

１４ 月 ６時間授業 

１５ 火 ４時間授業  三者懇談会 

１６ 水 交通安全指導日 ４時間授業  三者懇談会 ジュニアリーダー会 

１７ 木 ４時間授業  三者懇談会 

１８ 金 ４時間授業  三者懇談会 

１９ 土 地生連パトロール 

２０ 日  

２１ 月 ４時間授業  三者懇談会 

２２ 火 ４時間授業  三者懇談会 

２３ 水 天皇誕生日 

２４ 木 ①②授業，大掃除，全校集会 生徒会支部交流会 ＰＴＡ合同パトロール 

２５ 金 冬季休業 

２６ 土  

２７ 日  

２８ 月  

２９ 火  

３０ 水  

３１ 木  
１月５日（火）始業 給食なし 

１２月は，２４日（木）まで，

給食があります。（三者懇談

日も授業最終日も昼食があ

ります） 



 


